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①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきには、
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氏名）

講座・

催し等の
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※あて先は各記事の
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※費用の記載のない

ものは、原則無料。

はがき・ファックスの記載例

　
国
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実
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し
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い
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上
デ
ジ
タ
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放

送
難
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の
た
め
の
各
種
支
援
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度

は
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成
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3月
末
で
終
了
し
ま
す
。

期
限
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で
に
地
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対
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事
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完
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す
る
に
は
、
今
年
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中
に
申
し
込
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必
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あ
り
ま
す
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詳
し
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は
、
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務
省
地
デ

ジ
コ
ー
ル
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ン
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職員数の状況・定員適正化の概要等

（参考）定員適正化計画の取り組み状況

年度 20 21 22 23
20～23
年度計

24 25 26 27
24～27
年度計

計画 ▲27 ▲41 ▲78 ▲56 ▲202 ▲68 ▲52 ▲37 ▲44 ▲201

実績 ▲27 ▲44 ▲80 ▲56 ▲207 ▲72 ▲59 ▲25 ― ―

※各定員適正化計画に基づく20年度～27年度の計画と実績を
　掲載しています。

◆定員管理の取り組み定員適正化計画の目標と実績

区では、より簡素で効率的な組織運営を目指し、職員数の

適正化を図るために「定員適正化計画」を策定し、計画的に

職員数の削減に取り組んでいます。

これまで、20年度～23年度を計画期間とする「第一次実

行計画」に基づき207人を削減しました。

今後も、24年度～27年度を計画期間とする「第二次実行

計画」に基づき、再任用職員の活用と事務事業の見直しを

柱として、定員適正化に継続的に取り組んでいきます。

◆特別職の報酬等の状況　　　　　 （26年4月1日現在）

区分 給料・報酬 地域手当 支給額計 期末手当

給料
区長

副区長

1,158,000円
929,000円

150,540円
120,770円

1,308,540円
1,049,770円 6月期 1.40月分

12月期 1.50月分
3月期 0.20月分
計 3.10月分報酬

議長

副議長

議員

937,000円
799,000円
612,000円

―

―

―

937,000円
799,000円
612,000円

区分 算定方式

退職
手当

区長

副区長

退職時給料月額×勤続期間1年に付き100分の450
退職時給料月額×勤続期間1年に付き100分の310

職員の給与等
◆25年度の人件費の状況（普通会計決算）
住民基本台帳人口

（26年4月1日現在）
歳出額（A） 実質収支 人件費（B）

人件費率

（B÷A）

324,669人 129,947,807千円 3,264,327千円 26,845,516千円 20.7％

◆ラスパイレス指数の状況
区分 新宿区 特別区平均

20年度 102.1 101.8

25年度 107.9(99.7) 108.2(100)
◆職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の
　状況　　　　　　　　　　 　　　　 （26年4月1日現在）

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般　

行政職

大学卒程度 265,650円 308,500円 365,077円

高校卒程度 219,950円 254,850円 315,616円

技能労務職 193,200円 236,166円 263,188円

◆職員の平均給料月額、平均給与月額と
　平均年齢の状況　　　　　　　　 （26年4月1日現在）

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般

行政職

新宿区 316,656円 435,305円 41歳 6月

東京都 325,565円 456,418円 41歳10月

技能

労務職

新宿区 305,858円 414,733円 49歳10月

うち清掃職員 300,057円 432,602円 46歳 5月

うち用務員 311,554円 395,433円 53歳 3月

東京都 300,336円 402,439円 47歳11月

◆一般行政職の級別職員数の状況
（26年4月1日現在）

区分 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級

計標準的
な職務
内容

部長
統括

課長
課長

総括

係長

係長・

主査

主任

主事

高度な知
識が必要
な係員

2級～8級
に属さな
い係員

職員数 23人 10人 60人 69人 345人 466人 378人 70人 1,421人

構成比 1.6% 0.7% 4.2% 4.9% 24.3%32.8% 26.6% 4.9% 100%

◆昇給の状況（25年度）

区分 全職種 行政職 技能労務職

職員数（a） 2,331人 1,946人 292人

昇給区分ＡまたはＢの職員数（b）
構成比率（b/a）

702人
30.1%

584人
30.0%

89人
30.5%

昇給区分Ｃの職員数（c）
構成比率（c/a）

1,597人
68.5%

1,341人
68.9%

193人
66.1%

昇給区分ＤまたはＥの職員数（d）
構成比率（d/a）

32人
1.4%

21人
1.1%

10人
3.4%

　区職員の給与等は、区民の皆さんの負担によるものです。より一層、皆さんのご理

解をいただくため、「新宿区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づ

き、区職員の給与・定員管理に関する職員数の状況等の概要をお知らせします。

【問合せ】職員の給与等は人事課給与福利係（5273）4057、職員数の状況等は人事

課人事係（5273）4027（いずれも本庁舎３階・（3209）9947）へ。

（参考：24年度の人件費率は21.2％）

※決算額は「地方財政状況調査」の分析によるものです。

※人件費には特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

※26年4月1日現在の区の住民基本台帳人口のうち、外国人は33,815人です。

◆給与の種類と内容　（26年4月1日現在）

※職員数は「地方公務員給与実態調査」による25年4月1日現在の普通会計に属する職員の
　人数です。

※職員手当には退職手当を含みません。

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水
　準を示す指数です。

※( )は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置がなかった場合の参考
　値です。

◆年齢別職員構成の状況 （26年4月1日現在）

区分 20歳未満 20～23歳 24～27歳 28～31歳 32～35歳

職員数 1人 56人 242人 282人 278人

構成比 0.0% 2.1% 9.0% 10.4% 10.3%

◆25年度の職員給与費の状況（普通会計決算）
職員数

（A）
給与費 1人当たり給与費

（B÷A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

2,546人 10,007,530千円 3,590,895千円 4,046,066千円 17,644,491千円 6,930千円

※新宿区の給与条例に基づく給料表の級区分によります。

※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

※職員数は「地方公務員給与実態調査」の分類による一般行政職の

　人数です。

※構成比は端数を調整しています。

※定期評定の結果を昇給に反映させています。昇給区分はＡ（6号昇給）、
　Ｂ（５号昇給）、Ｃ（４号昇給）、Ｄ（３号昇給）、Ｅ（昇給なし）の５段階です。

※行政職は行政職給料表（一）適用職員です。技能労務職は行政職給料表（二）

　適用職員です。

※全職種欄には行政職・技能労務職のほかに医療職などを含み、教育長

　を除きます。

※構成比は端数を調整しています。

※副区長には、このほかに通勤手当が支給されます。

区分 36～39歳 40～43歳 44～47歳 48～51歳 52歳以上

職員数 189人 249人 302人 329人 775人

構成比 7.0% 9.2% 11.2% 12.2% 28.7%

※年齢は27年3月末日現在
※構成比は端数を調整しています。

合計　2,703人

※支給率は、新宿区・国ともに、26年4月1日現在の経過措置です。
※職員1人当たりの平均支給額は、25年度に退職した全職員に係る平均額です。

◆退職手当の状況　　　　　　　　　　　 （26年4月1日現在）

区分 新宿区 国

内容 自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

支
給
率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

20.41月分
30.16月分
44.08月分
44.16月分

28.16月分
37.33月分
52.76月分
52.76月分

21.62月分
30.82月分
43.70月分
52.44月分

27.025月分
36.57月分
52.44月分
52.44月分

加算措置
定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算）
定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算）

職員1人当たり平均支給額 3,129千円 23,332千円

（単位：人）

◆部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

職員数 増減数

（▲は減）
主な増減理由

25年 26年

一般行政

部門

議会 15人 15人 0人

総務 442人 443人 1人 職員配置の見直し等による増

税務 92人 92人 0人

民生 988人 984人 ▲4人 職員配置の見直し等による減

衛生 418人 418人 0人

労働 6人 6人 0人

商工 14人 16人 2人 職員配置の見直し等による増

土木 267人 270人 3人 職員配置の見直し等による増

小計（Ａ）2,242人 2,244人 2人

特別行政
部門

教育（Ｂ） 305人 300人 ▲5人
民間委託等の推進および

職員配置の見直し等による減

普通会計部門 合計

（Ｃ＝Ａ＋Ｂ）
2,547人 2,544人 ▲3人

公営企業等
会計部門　

その他

（Ｄ）
159人 159人 0人

総計（Ｃ＋Ｄ）
2,706人
［2,752人］

2,703人
［2,731人］

　▲3人
［▲21人］

※職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を有する休職者・再任用フ

　ルタイム職員などを含み、再任用短時間職員・臨時職員・非常勤職員を除いています。

※［　］内は条例定数の合計です。

部門

区分

◆職員の初任給の状況　 　 （26年4月1日現在）

区分 新宿区 国

一般行政職
大学卒程度 181,200円

総合職 181,200円
一般職 172,200円

高校卒程度 143,000円 140,100円

技能労務職 134,900円

行
政
相
談
所
を
開
設

　
国
の
仕
事
等
へ
の
苦
情
や
意

見
・
要
望
に
つ
い
て
、総
務
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談
員

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
日
時
】

12月

7日

午
前

10時

～
午
後

3時

30分

【
会
場
・
申
込
み
】当
日
直
接
、角

筈
地
域
セ
ン
タ
ー
（
西
新
宿

4―

33―

7）へ
。

【
問
合
せ
】
広
聴
担
当
課
広
聴
係

（
本
庁
舎

3階
）（

5
2
7
3）

4
0
6
5へ

。

歳
末
・
地
域
た
す
け
あ
い

運
動
募
金
に
ご
協
力
を

　

み
ん
な
で
支
え
合
お
う

　
い
た
だ
い
た
募
金
は
、
地
域

住
民
が
主
体
と
な
っ
て
取
り
組

む
福
祉
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
等
の
支
援
に
活
用
し
ま
す
。

ま
た
、
乳
児
院
入
所
の
乳
幼

児
、
交
通
遺
児
、
自
死
遺
児
、
在

宅
重
度
障
害
者
（
児
）、
女
性
保

護
施
設
の
入
所
者
へ
の
お
見
舞

金
品
に
も
活
用
し
ま
す
。

【
募
金
の
受
付
期
間
】

12月

1日


～

26日


【
募
金
の
受
付
場
所
・
問
合
せ
】

新
宿
区
社
会
福
祉
協
議
会
（
高

田
馬
場

1―

17―

20）（

5
2

7
3）

2
9
4
1へ

。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
入
門
講
座

　
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
な
こ
と
を

い
か
し
て
、
自
分
に
合
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
見
つ
け
ま
し

ょ
う
。視
覚
、聴
覚
に
障
害
の
あ

る
方
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
手

話
通
訳
が
あ
り
ま
す
。

【
日
時
】

12月

11日

午
後

2時

～

4時

【
内
容
】
活
動
の
紹
介
と
登
録
、

個
別
相
談
、
視
聴
覚
障
害
者
交

流
コ
ー
ナ
ー
の
見
学
（
簡
単
な

手
話
レ
ッ
ス
ン
あ
り
）

※

18歳
以
上
を
対
象
に
、
活
動

に
応
じ
て
貯
め
た
ポ
イ
ン
ト
を

換
金
・
寄
付（
上
限
／
年
間

50ポ

イ
ン
ト
＝

5千
円
）で
き
る
、区
の

介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ポ

イ
ン
ト
事
業
も
紹
介
し
ま
す
。

【
会
場
・
申
込
み
】
電
話
で

12月

8日

ま
で
に
新
宿
区
社
会
福

祉
協
議
会
（
高
田
馬
場

1―
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―

20）

（

5
2
7
3）

9
1
9

1へ
。
先
着

20名
。

　
福
祉
公
演

　
和
太
鼓
コ
ン
サ
ー
ト
　

周
り
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ

な
が
ら
、
太
鼓
の
演
奏
を
通
し

て
耳
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
、

い
じ
め
、
家
庭
内
暴
力
な
ど
、さ

ま
ざ
ま
な
困
難
を
乗
り
越
え
て

き
た
村
上
功
さ
ん
の
「
い
の
ち

の
太
鼓
」を
披
露
し
ま
す
。

【
日
時
】

12月

3日

午
後

1時

30分
～

2時

30分

【
出
演
】
村
上
功
ほ
か

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、

区
立
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
戸
山

1―

22―

2）

（

3
2

3
2）

3
7
1
1・


（

3
2
3

2）

3
3
4
4へ

。
先
着

100名
。

区
立
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

パ
ソ
コ
ン
教
室

　

パ
ソ
コ
ン
で
水
彩
画

【
日
時
】

27年

1月
～

2月
、
▼
水

曜
日
午
前

10時
～

11時

30分

（
初
回

1月

7日
）、
▼
木
曜
日

午
後

1時

30分
～

3時
（
初
回

1月

8日
）、各

全

7回

【
対
象
】
区
内
在
住
で
障
害
の
あ

る
方
、各

10名（
定
員
に
余
裕
が

あ
る
場
合
は
家
族
も
参
加
で
き

ま
す
）

【
費
用
】

1回

100円
（
減
免
制
度

あ
り
）

【
会
場
・
申
込
み
】

12月

9日


ま
で
に
電
話
か
フ
ァ
ッ
ク
ス

（

5面
記
載
例
の
ほ
か
障
害
名
・

希
望
の
曜
日
を
記
入
）
ま
た
は

直
接
、
同
セ
ン
タ
ー（
戸
山

1―

22―

2）

（

3
2
3
2）

3
7

1
1（

日
曜
日
を
除
く
）・
（

3

2
3
2）

3
3
4
4へ

。応
募
者

多
数
の
場
合
は
抽
選
。

家
族
介
護
者
交
流
会

　
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
方

等
が
、
情
報
交
換
や
介
護
の
悩

み
を
語
り
合
う
場
で
す
。
当
日

直
接
、
会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ

い（
途
中
入
退
場
自
由
）。

【

12月
の
日
時
・
会
場
】

▼
①
四
谷
の
会
／

4日

…
四

谷
保
健
セ
ン
タ
ー（
三
栄
町

25）

▼
②
大
久
保
の
会
／

9日

…

ま
ち
カ
フ
ェ
ふ
る
さ
と
（
大
久

保

1―

10―

22）

▼
③
若
松
町
の
会
／

10日

…

戸
山
シ
ニ
ア
活
動
館
（
戸
山

2―

27―

2）

※
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後

1時

30分
～

3時

30分

【
費
用
】
①
③
は
無
料
、
②
は

100

円（
飲
み
物
代
）

【
問
合
せ
】
高
齢
者
福
祉
課
高

齢
者
相
談
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7
3）

4
5
9
3へ

。

※
介
護
の
た
め
参
加
が
難
し
い

方
に
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
ヘ
ル

パ
ー
派
遣
等
の
支
援
を
し
ま

す
。ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対象者

切り替えの期限

平成24年（2012年）7月9日に16歳以上だった方
平成24年（2012年）7月9日に

16歳未満だった方

特別永住者

(※)

「次回確認（切替）申請期間」の始期とされる誕生日が、

平成27年（2015年）7月8日までの方…27年7月8日まで

平成27年（2015年）7月9日以降の方
　…次回確認（切替）申請期間の始期とされる誕生日まで

16歳の誕生日まで

永住者 平成27年（2015年）7月8日まで

平成27年（2015年）7月8日までに
　16歳になる方…16歳の誕生日まで

平成27年（2015年）7月9日以降に
　16歳になる方…27年7月8日まで

国
の
地

デ
ジ
難

視
対
策
の

支
援

制
度

が
終

了
し

ま
す


多
様
性
を
い
か
し
た
景
観
ま
ち
づ
く
り

【
日
時
】

12月

18日

午
後

2時

30分
～

5

時（
午
後

2時
開
場
）

【
内
容
】
▼
基
調
講
話
（
後
藤
春
彦
・
早
稲
田

大
学
教
授
、
野
澤
康
・
工
学
院
大
学
教
授
、

進
士
五
十
八
・
美
し
い
東
京
を
つ
く
る
都

民
の
会
会
長
）

▼
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
次
な
る

新
宿
の
景
観
ま
ち
づ
く
り
」（
進
士
五
十
八
、

後
藤
春
彦
、
野
澤
康
、
宮
沢
功
・
日
本
サ
イ

ン
デ
ザ
イ
ン
協
会
常
任
理
事
）

▼
美
し
い
東
京
を
つ
く
る
都
民
の
会
活
動

紹
介

【
共
催
】
美
し
い
東
京
を
つ
く
る
都
民
の
会

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
四
谷
区
民
ホ

ー
ル（
内
藤
町

87）へ
。

【
問
合
せ
】
景
観
と
地
区
計
画
課
（
本
庁
舎

8階
）（

5
2
7
3）

3
8
3
1へ

。

景
観
ま
ち
づ
く
り

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

世帯主

月額家賃27,000円以上を負担する者 8,300円

加算額
当該年度末年齢27歳までの者 18,700円
当該年度末年齢28歳から
32歳までの者 9,300円

上記以外の者（制度改正に伴う経過措置） 6,000円
※国は借家等居住者への支給限度額27,000円

住居手当

給料

区分 新宿区 国

配偶者 13,700円 13,000円
配偶者以外の扶養親族 5,500円 6,500円

※満16歳～22歳の扶養親族である子どもについて4,000円を
　加算（国の加算額は5,000円）

扶養手当

民間における賃金や物価が高い地域に勤務する職員に支給す
る手当

支給率 18%
※国は地域区分により0％～18％
※職員1人当たり平均支給年額
　661,492円（25年度）

地域手当

通勤手当

その他

期末・勤勉手当

原
則
と
し
て
毎
月
決
ま
っ
て
支
給
す
る
も
の

勤
務
し
た
実
績
に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の

民間の基本給に相当し、仕事の内容や責任に応じて、給料表・級
などにより区分しています。

運賃相当額（1か月当たりの支給限度額55,000円。国の支給
限度額も同じ）

※原則として年2回、4月・10月に6か月分を一括支給

管理職手当・初任給調整手当・単身赴任手当

ボーナスに相当する手当

25年度
支給割合

新宿区 国

期末 勤勉 期末 勤勉

6月期
1.15月分
（0.65）

0.675月分
（0.325）

1.225月分
（0.65）

0.675月分
（0.325）

12月期
1.20月分
（0.70）

0.675月分
（0.325）

1.375月分
（0.80）

0.675月分
（0.325）

3月期
0.25月分
（0.10） ― ― ―

計
2.60月分
（1.45）

1.35月分
（0.65）

2.60月分
（1.45）

1.35月分
（0.65）

職務段階等に
応じた加算措置

有 有

※（　）は再任用職員の支給割合

※国は時限的な（2年間）給与改定特例法による減額措置（支給
　額の9.77％減）があります。

退職時に支給する一時金（右上表「退職手当の状況」参照）

一
定
の
時
期
に
支
給
す
る
も
の

給
与

時間外勤務手当

特殊勤務手当

その他

著しく危険、不健康、そのほか特殊な業務に就いたときに支給

する手当

手当の種類

（5種類）

特定危険現場業務手当、福祉事務所現業手当、

感染症予防業務従事手当、放射線業務従事手当、

清掃業務従事手当

職員全体に占める手当支給職員の割合 10.5%
※職員1人当たり平均支給年額129,387円（25年度）
※支給額・支給職員の多い手当は清掃業務従事手当、福祉事務所
　現業手当

休日給・宿日直手当・夜勤手当・管理職特別勤務手当・災害派遣手当

職員1人当たり平均支給年額
278,958円（25年度）

退職手当

区職員の給与・職員数の状況等

　
外
国
人
登
録
法
は
平
成

24年

7月

9日
に

廃
止
さ
れ
た
た
め
、「
外
国
人
登
録
証
明
書
」

に
変
わ
り
「
特
別
永
住
者
証
明
書
」「
在
留
カ

ー
ド
」が
交
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

外
国
人
登
録
法
廃
止
の
時
点
で
は
、
外
国

人
登
録
証
明
書
は
一
定
期
間
、「
特
別
永
住
者

証
明
書
」「
在
留
カ
ー
ド
」
と
み
な
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
下
表
の
切
り
替
え
期
限
ま
で
に
、
外

国
人
登
録
証
明
書
か
ら
「
特
別
永
住
者
証
明

書
」
ま
た
は
「
在
留
カ
ー
ド
」
に
切
り
替
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

期
限
間
際
の
切
り
替
え
手
続
き
は
、
申
請

窓
口
の
大
変
な
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
早

め
の
手
続
き
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
新
宿
区
在
住
の
特
別
永
住
者
の
方

　
新
宿
区
役
所
戸
籍
住
民
課
で
「
特
別
永
住

者
証
明
書
」に
切
り
替
え
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記
録
係
（
本
庁

舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
6
0
1・


（

3

2
0
9）

1
7
2
8へ

。

▼
新
宿
区
在
住
の
永
住
者
の
方

　
東
京
入
国
管
理
局
で
「
在
留
カ
ー
ド
」
に
切

り
替
え
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
法
務
省
入
国
管
理
局
外
国
人
在
留

総
合
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー


0

5
7
0（

0
1
3）

9
0
4（

I
P電

話
・

P
H

S・
海
外
か
ら
は


0
3（

5
7
9
6）

7
1

1
2）

へ
。
詳
し
く
は
、
同
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（

h
ttp

://w
w
w
.im

m
i-m

o
j.g
o
.jp
/e
iju

/in
d
e
x
.h
tm

l)で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

※次回確認（切替）申請期間の始期とされる誕生日は、お持ちの外国人登録証明書で確認できます。
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